
８ 埼玉県立自然公園における行為の許可・届出制度
●担当課

みどり自然課
自然ふれあい担当
（電話０４８－８３０－３１５６）

.

進 捗 状 況 報 告 弁明の機会付与

行 為 を し よ う と す る 者

事 前 相 談

市 町 村 ( 書 類 の 確 認 ・ 補 正 指 導 ）

環 境 管 理 事 務 所 ( 書 類 確 認 ・ 補 正 指 導 ）

　審　　　　　　　査

許  可 条 件 付 許 可 不  許  可

行  為  着  手 条 件 違 反

　     ■県立自然公園における行為の許可手続きフロー

完 了報 告 中 止 命 令 等

　現 地 調 査 罰  則

完  結

　　　   ■県立自然公園における行為の届出手続きフロー

　審　　　　　　　査

行 為 を し よ う と す る 者

事 前 相 談

市 町 村 ( 書 類 の 確 認 ・ 補 正 指 導 ）

環 境 管 理 事 務 所 ( 書 類 確 認 ・ 補 正 指 導 ）

変  更  （ 中 止 ） 指 導

届出変更 指　導　拒　否

行  為  着  手 弁明機会付与

完 了 報 告 又 は 現 地 調 査 禁 止 命 令 等

完　結 行為中止 行為着手

罰　則

３０日

目的
県内にある優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図りもって県
民の保健、休養及び教化に資するとともに、生物多様性の確保に寄与することを目的
とする。

制度概要
１ 特別地域
県立自然公園の特別地域内においては、知事の許可を受けなければ、次の行為を
してはならない。
① 工作物を新築し、改築し、又は増築すること。
② 木竹を伐採すること。
③ 木竹を損傷すること。
④ 鉱物を採掘し、又は土石を採取すること。
⑤ 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
⑥ 広告物その他これに類する物を掲出し、若しくは設置し、又は広告その他これ
に類するものを工作物等に表示すること。 など

２ 普通地域
県立自然公園の普通地域内において、次に掲げる行為をしようとする者は知事に
届け出なければならない。
① 一定基準を超える工作物を新築し、改築し、又は増築すること。
② 特別地域内の河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
③ 広告物その他これに類する物を掲出し、若しくは設置し、又は広告その他これ
に類するものを工作物等に表示すること。
④ 水面を埋め立て、又は干拓すること。
⑤ 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
⑥ 土地の形状を変更すること。

●事業主体
規制対象行為者

●根拠法令等
埼玉県立自然公園条例第１２条、第１４条

●創設年度
昭和３３年度

●制度の留意点
許可・届出の書類の受付は各市町村が行う。
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